
 

平成２２年度珠算･暗算能力検定試験実施要項 

 

 

主  催    岸和田商工会議所 ・ 日本商工会議所 

後  援    文 部 科 学 省                   

 

 

１．試 験 日         ４月施行分 平成２２年 ４月１１日（第２日曜） 

                 (１･２･３級は施行しない) 

           ６月施行分 平成２２年 ６月２７日（第４日曜） 

           10月施行分 平成２２年１０月２４日（第４日曜） 

           ２月施行分 平成２３年 ２月１３日（第２日曜） 

 

２．試 験 場         岸和田市立産業会館（岸和田商工会議所） 

 

３．受 験 料       

  （消費税含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．申込受付日時   ４月施行分 平成２２年 ３月 １日（月）～ ３日（水） 

                 (１･２･３級は施行しない) 

           ６月施行分 平成２２年 ５月１０日（月）～１２日（水）  

           10月施行分 平成２２年 ９月１３日（月）～１５日（水） 

           ２月施行分 平成２２年１２月２０日（月）～２２日（水） 

 

           申込受付時間 … 午前９時～午後５時 

 

１  級 ２  級 ３  級 

￥２，０４０ ￥１，５３０ ￥１，３３０ 

 

４･５･６級 準１･２･３級 
暗算１～６級 

暗算準１･２級 

￥ ９２０ ￥１，３３０ ￥ ８２０ 



 

 

５．申 込 場 所         岸和田商工会議所（岸和田市別所町３－１３－２６） 

 

６．申 込 手 続         (1) １級受験者のみ写真貼付（最近１年以内に撮影した、 

             上半身、正面脱帽、無背景、縦５cm×横4.5cmで、裏面 

             に氏名・生年月日を記入のもの） 

           (2) 受験申込書に各級受験料を添えて提出して下さい。 

             ※ 電話及び郵送による申込は堅くお断り致します。 

             ※ 受験料は理由の如何を問わず払戻し致しません。 

 

 

７．合 格 発 表         ４月施行分 平成２２年 ４月１６日（金） 

           ６月施行分 平成２２年 ７月 ２日（金） 

           10月施行分 平成２２年１０月２９日（金） 

           ２月施行分 平成２３年 ２月１８日（金） 

 

           ※ 電話にては、一切発表致しません。 

 

 

８．合格証書交付期間         合格発表日にお知らせ致します。 

 

 

９．表    彰   珠算１級満点合格者には、日本商工会議所より賞状及び記念 

           品が授与されます。 

 

 

 

 

 

 



10．試 験 程 度       

 

級 
程度及び内容 

（科目の解答順序についてはどの科目からはじめてもよい） 

合格基準 
各級とも全体を1種目とし
て考えることから、最低点
は設けません。 

制 限 

時 間 

かけ算 実5ケタ～7ケタ、法4ケタ～6ケタの範囲内で、実・法合わせて11ケタの問題20題

わり算 法4ケタ～6ケタ、商4ケタ～6ケタの範囲内で、法・商合わせて10ケタの問題20題1級 
みとり算 10ケタ揃いの加算および加減算10題 

かけ算 実4ケタ～6ケタ、法3ケタ～5ケタの範囲内で、実・法合わせて9ケタの問題20題

わり算 法3ケタ～5ケタ、商3ケタ～5ケタの範囲内で、法・商合わせて8ケタの問題20題2級 
みとり算 8ケタ揃いの加算および加減算10題 

かけ算 実3ケタ～5ケタ、法2ケタ～4ケタの範囲内で、実・法合わせて７ケタの問題20題

わり算 法2ケタ～4ケタ、商2ケタ～4ケタの範囲内で、法・商合わせて6ケタの問題20題3級 
みとり算 6ケタ揃いの加算および加減算10題 

 ３００点満点の 

 ２４０点以上が 

 合格です。 

かけ算 実3ケタ～5ケタ、法2ケタ～4ケタの範囲内で、法･実合わせて7ケタのもの20題 

わり算 法2ケタ～4ケタ、商2ケタ～4ケタの範囲内で、法･商合わせて6ケタのもの20題 4級 
みとり算 5ケタ揃いの加算および加減算10題 

かけ算 実2ケタ～4ケタ、法2ケタ～4ケタの範囲内で、法･実合わせて6ケタのもの20題 

わり算 法2ケタ～3ケタ、商2ケタ～3ケタの範囲内で、法･商合わせて5ケタのもの20題 5級 
みとり算 4ケタ揃いの加算または加減算10題 

かけ算 実2ケタ～3ケタ、法2ケタ～3ケタの範囲内で、法･実合わせて5ケタのもの20題 

わり算 法2ケタ、商2ケタの範囲内で、法･商合わせて4ケタのもの20題 6級 
みとり算 3ケタ揃いの加算および加減算10題 

 ３００点満点の 

 ２１０点以上が 

 合格です。 

かけ算 実5ケタ～7ケタ、法4ケタ～6ケタの範囲内で、実・法合わせて11ケタの問題20題

わり算 法4ケタ～6ケタ、商4ケタ～6ケタの範囲内で、法・商合わせて10ケタの問題20題準1級 
みとり算 10ケタ揃いの加算および加減算10題 

かけ算 実4ケタ～6ケタ、法3ケタ～5ケタの範囲内で、実・法合わせて9ケタの問題20題

わり算 法3ケタ～5ケタ、商3ケタ～5ケタの範囲内で、法・商合わせて8ケタの問題20題準2級 
みとり算 8ケタ揃いの加算および加減算10題 

かけ算 実3ケタ～5ケタ、法2ケタ～4ケタの範囲内で、実・法合わせて７ケタの問題20題

わり算 法2ケタ～4ケタ、商2ケタ～4ケタの範囲内で、法・商合わせて6ケタの問題20題準3級 
みとり算 6ケタ揃いの加算および加減算10題 

 ３００点満点の 

 １８０点以上が 

 合格です。 

３０分 

かけ暗算 法･実合わせて5ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 

わり暗算 法･商合わせて5ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 暗1級 
みとり暗算 3ケタの無名数の加算または加減算20題 

かけ暗算 法･実合わせて4ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 

わり暗算 法･商合わせて4ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 暗2級 
みとり暗算 3ケタの無名数の加算20題 

かけ暗算 法･実合わせて4ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 

わり暗算 法･商合わせて4ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 暗3級 
みとり暗算 3ケタの無名数の加算20題 

かけ暗算 法･実合わせて3ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 

わり暗算 法･商合わせて3ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 暗4級 
みとり暗算 2ケタの無名数の加算20題 

かけ暗算 法･実合わせて3ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 

わり暗算 法･商合わせて3ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 暗5級 
みとり暗算 1ケタから2ケタまでの無名数の加算20題 

かけ暗算 法･実合わせて3ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 

わり暗算 法･商合わせて3ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 暗6級 
みとり暗算 1ケタから2ケタまでの無名数の加算20題 

 ５００点満点の 

 ４００点以上が 

 合格です。 

かけ暗算 法･実合わせて5ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 

わり暗算 法･商合わせて5ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 暗準1級 
みとり暗算 3ケタの無名数の加算または加減算20題 

かけ暗算 法･実合わせて4ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 

わり暗算 法･商合わせて4ケタの無名数のもの30題いずれも整数の計算 暗準2級 
みとり暗算 3ケタの無名数の加算20題 

 ５００点満点の 

 ３００点以上が 

 合格です。 

１２分 

 



11．一般の注意事項等 

 

 ◎ 受験者は、試験当日必ずソロバン・受験票・筆記用具を持参して下さい。 

 

 (1) 同じ級で他の試験場にて重複受験はできません。重複受験した場合の合格は 

   取消します。 

 (2) 申込み用紙は当会議所で交付するものに限ります。 

 (3) 受験票を変更したものは無効です。受験票紛失のための再発行は事前に審査室 

   へ申し出て下さい。 

 (4) 申し込み受付け後の受験級・氏名の変更は出来ません。申し込み後の受験取消 

   しの場合は、受験料は返還致しません。 

 (5) 学校参観日による時間変更は試験日の１０日前までに証明書を添えて申し出て 

   下さい。それ以降の申し出については受理できません。 

 (6) 受験について不正を行ったものは、合格を取り消すとともに今後の試験を受け 

   られない場合がありますので充分注意して下さい。 

 (7) 試験開始時刻に遅れないよう、試験場にお集まり下さい。 

 (8) 試験場では受験番号順に所定の席に着席し、すべて試験委員及び係員の指示に 

   従うこと。正当な理由なく指示に従わないもの、又は不正行為のあったものは 

   退場していただきます。 

 (9) 試験場での机・椅子の移動は原則として認めません。 

 (10) 試験教室からいったん退場した受験者は、以後の受験を認めません。 

 (11) 学校備付物品には、絶対手をふれないよう特に注意して下さい。 

 (12) 試験中は静かにして、他人に迷惑となるようなことはしないで下さい。 

 (13) 試験場周辺は全面駐車禁止となっており、又周辺の皆様のご迷惑となりますの 

   で、車での来場は堅くお断り致します。 

 (14) 試験場での飲食行為はお断り致します。 

 

 

 

  ▼お問い合せ先     岸和田商工会議所 業務部 

 

              〒596-0045  岸和田市別所町３－１３－２６ 

                     電 話 ０７２（４３９）５０２３ 

                     ＦＡＸ ０７２（４３６）３０３０ 

 


